
明
治
二
年
か
ら
翌
三
年
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
人
医
学
教
師
招
聰
の
決
定
、
い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
医
学
採
用
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
視
点
か
ら
研
究
が
す
す
め
ら
れ
、
多
く
の
成
果
が
み
ら
れ
る
が
、
な
お
疑
問
に
思
わ
れ
る
点
が
少
な
く
な
い
。

（
一
）

ま
ず
第
一
に
、
ド
イ
ツ
医
学
の
採
用
に
さ
い
し
て
「
天
下
書
學
ノ
英
粋
燭
逸
國
ニ
ア
リ
」
と
い
っ
た
学
術
的
な
観
点
か
ら
イ
ギ
リ
ス
人
医

師
ウ
ィ
リ
ス
を
排
斥
し
、
ド
イ
ツ
医
学
の
採
用
に
ふ
み
き
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
実
態
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
萩

（
一
一
）

原
延
壽
氏
に
よ
っ
て
ウ
ィ
リ
ス
が
み
ず
か
ら
辞
職
し
た
と
い
う
事
実
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
政
府
や
イ
ギ
リ
ス
公
使
パ
ー
ク
ス

が
ウ
ィ
リ
ス
の
後
任
医
師
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
は
疑
問
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
第
二
は
、
ウ
ィ
リ
ス
の
後
任
人
事
を
め

（
一
一
一
）

ぐ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
医
学
を
擁
護
す
る
土
佐
藩
が
ド
イ
ツ
医
学
を
支
持
す
る
佐
賀
藩
と
の
あ
い
だ
に
確
執
を
生
じ
る
と
い
っ
た
事
実
が
実
際

に
あ
っ
た
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
や
が
て
薩
摩
藩
、
長
州
藩
と
い
っ
た
藩
閥
を
も
巻
き
込
ん
だ
確
執
の
な
か
で
、
「
相
良
知
安
鋭
意
政
府
二

建
言
シ
」
、
そ
の
結
果
「
廟
議
一
決
遂
二
教
師
二
名
ヲ
普
國
一
一
約
セ
リ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
政
策
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
が
現
実
に
考
え
ら
れ
る
だ

ろ
う
か
。
第
三
は
、
ド
イ
ツ
医
学
採
用
の
決
定
時
期
と
は
あ
く
ま
で
も
政
府
に
よ
る
決
定
時
期
を
さ
す
が
、
そ
れ
が
学
校
権
判
事
・
大
学
校

｜
は
じ
め
に

ド
イ
ツ
医
学
の
採
用
に
関
す
る
三
つ
の
疑
問
を
め
ぐ
っ
て

濯
奉
琴
礒
雲
一
罫
越
轌
一
鰐
平
成
五
年
三
月
二
十
五
日
受
付

森

川
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明
治
二
年
十
月
、
イ
ギ
リ
ス
人
医
師
ウ
ィ
リ
ス
が
任
期
を
三
ケ
月
残
し
て
辞
職
を
願
い
で
る
。
外
務
卿
沢
宣
嘉
は
西
洋
医
学
の
導
入
に
積

極
的
な
大
納
言
岩
倉
具
視
に
詳
細
を
報
告
し
た
う
え
で
、
同
月
二
十
五
日
、
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
へ
お
も
む
き
、
公
使
パ
ー
ク
ス
と
面
談
し
、

後
任
医
師
の
斡
旋
を
依
頼
す
る
。
そ
の
さ
い
の
「
対
話
書
」
が
「
医
学
校
雇
英
国
医
師
ウ
ヰ
リ
ス
乞
暇
二
付
代
教
師
雇
入
ヲ
該
国
へ
託
ス
」

（
五
）

と
題
す
る
文
書
と
し
て
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
「
太
政
類
典
」
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
萩
原
延
壽
氏
に
よ
り
部
分
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る

が
、
草
創
期
に
お
け
る
西
洋
医
学
の
移
植
を
め
ぐ
る
機
微
を
伝
え
る
文
書
で
も
あ
り
、
以
下
、
同
文
書
の
「
巳
十
月
廿
五
日
英
國
公
使
館
齢

テ
ウ
ヰ
リ
ス
ー
條
二
付
同
國
公
使
へ
澤
外
務
卿
對
話
書
」
の
全
文
を
あ
げ
る
。

ウ
ヰ
ス
儀
弥
御
暇
相
願
度
趣
猶
又
申
立
候
就
テ
ハ
御
相
談
ノ
儀
モ
御
座
候
ハ
シ
相
伺
度
候
尤
御
約
束
ノ
期
月
ハ
今
ョ
リ
三
ケ
月
迄
一
一

候
へ
ト
モ
其
實
當
人
不
満
ノ
意
味
モ
有
之
趣
右
趣
意
ハ
書
學
校
一
体
不
規
則
一
一
テ
事
實
不
都
合
ノ
事
件
多
ク
何
分
難
忍
且
御
雇
相
成

候
上
ハ
局
中
百
事
差
圖
致
シ
頭
支
配
ノ
姿
二
相
成
候
儀
二
候
ヘ
ハ
格
別
左
モ
無
之
候
ヘ
ハ
何
分
期
月
迄
猶
豫
難
相
成
趣
其
他
苦
情
云
々

申
立
候
二
付
御
談
ノ
通
今
一
年
力
又
ハ
期
月
迄
御
雇
置
相
成
候
儀
兎
テ
モ
承
允
仕
間
敷
候
間
同
人
義
ハ
只
今
御
暇
御
差
出
ノ
事
卜
御

権
大
丞
の
相
良
知
安
、
岩
佐
純
、
そ
の
他
の
医
学
関
係
者
が
ド
イ
ツ
医
学
の
採
用
を
主
張
し
た
時
期
と
混
同
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
疑
問
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
医
学
採
用
の
決
定
の
過
程
や
時
期
に
つ
い
て
こ
う
し
た
疑
問
が
生
じ
る
の
は
、
史
料
的
な
制
約
か
ら
推
測
に
た

（
四
）

よ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
関
係
公
文
書
に
も
と
づ
い
て
、
ま
ず
ウ
ィ
リ
ス
の
辞
職
を
め
ぐ
っ
て
、
日
本
政
府
や
イ
ギ
リ
ス
公
使
パ
ー
ク
ス
が
い
か
に
対

応
し
た
か
明
ら
か
に
し
、
つ
い
で
ド
イ
ツ
人
教
師
招
跨
の
政
策
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ
人
教
師
招
聰
の
政
府
決
定
の
時
期
に
つ

い
て
検
討
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
医
学
採
用
を
め
ぐ
る
疑
問
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

二
明
治
二
年
十
月
段
階
の
医
学
教
育
の
動
静

治
定
有
之
度
候
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承
知
致
シ
候

こ
の
文
書
か
ら
は
、

ゥ
リ
ス
義
二
付
テ
ハ
過
日
御
噂
ノ
後
早
速
政
府
へ
委
細
申
入
置
候
処
同
人
儀
京
都
以
来
若
松
杯
ヘ
モ
出
張
彼
我
蓋
力
全
ク
好
意
ノ
段
ハ

政
府
二
齢
テ
厚
ク
承
知
ノ
事
二
候
然
ル
ー
病
院
ノ
儀
ハ
昨
冬
勿
卒
二
取
立
十
分
盛
大
ノ
規
則
モ
未
夕
不
相
立
候
二
付
大
二
規
則
ヲ
改
正

致
シ
候
積
ニ
付
一
ヶ
年
ノ
内
一
一
ハ
右
規
則
モ
可
相
成
候
間
ウ
リ
ス
氏
先
一
年
卜
申
入
候
事
一
一
候
乍
併
段
々
御
都
合
ノ
儀
御
申
述
二
付
テ

ハ
無
檬
唯
今
ョ
リ
御
望
ノ
通
暇
可
差
遣
候
へ
ト
モ
當
時
病
客
モ
多
分
有
之
候
盧
ウ
リ
ス
氏
去
テ
後
西
洋
人
不
在
ニ
テ
ハ
大
二
人
心
一
一
関

係
致
シ
候
間
何
卒
其
代
リ
ニ
シ
ド
ル
氏
御
遣
シ
置
被
下
問
敷
哉
此
談
御
相
談
申
入
候

同
人
代
ト
シ
テ
シ
ト
ル
ヘ
氏
右
跡
ノ
御
雇
入
ノ
儀
御
頼
二
候
へ
ト
モ
同
人
儀
ハ
當
時
横
濱
ニ
テ
開
業
致
シ
居
候
間
是
以
何
分
御
求
一
一

應
シ
難
候
乍
去
御
話
ノ
次
第
無
余
儀
存
候
間
同
人
二
不
限
可
然
人
物
ニ
テ
宜
候
ハ
シ
追
々
横
濱
表
へ
罷
越
候
間
其
邊
取
調
可
申
上
就

テ
ハ
ゥ
ィ
リ
ス
儀
ハ
只
管
御
暇
ノ
儀
奉
願
候
ハ
勿
論
是
迄
同
入
彼
是
周
旋
勤
労
ノ
次
第
モ
有
之
候
盧
唯
今
引
放
シ
候
テ
ハ
植
付
候
樹

木
ヲ
引
抜
候
様
ナ
ル
儀
二
付
萬
々
御
不
都
合
推
察
致
シ
居
候
間
何
ト
カ
取
計
御
為
宜
様
所
置
可
仕
候

左
候
ヘ
ハ
右
代
人
出
張
ノ
上
ウ
イ
リ
ス
氏
暇
可
差
遣
候

右
代
人
ハ
横
濱
ニ
テ
穿
鑿
致
候
間
ヒ
マ
ト
シ
可
申
ウ
イ
リ
ス
儀
ハ
代
人
二
不
係
唯
今
ョ
リ
暇
取
度
候

其
儀
ハ
前
々
モ
申
入
候
通
生
徒
病
客
モ
多
分
有
之
候
事
故
ウ
イ
リ
ス
氏
去
テ
後
代
り
人
躰
モ
不
足
候
テ
ハ
大
二
人
心
二
関
係
シ
折
角
取

立
置
候
書
學
校
一
朝
瓦
解
卜
相
成
候
テ
ハ
如
何
ニ
モ
心
配
致
シ
候
間
何
分
代
人
ト
膝
代
リ
ニ
致
度
候

御
尤
二
存
候
何
レ
其
段
當
人
へ
可
申
聞
候
乍
併
去
就
ハ
當
人
ノ
胸
中
一
一
ア
ル
事
故
拙
者
ョ
リ
唯
今
御
請
合
難
申
候

然
ラ
ハ
此
方
ョ
リ
直
ニ
ウ
ヰ
リ
ス
氏
へ
可
申
談
力

其
儀
ニ
ハ
不
及
候
拙
者
ョ
リ
篤
卜
可
申
聞
候

然
ラ
ハ
宜
敷
頼
入
候
代
人
ノ
虚
預
心
配
度
候

ま
ず
第
一
に
ウ
ィ
リ
ス
は
任
期
を
三
カ
月
を
残
し
て
、
み
ず
か
ら
辞
職
を
願
い
で
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
真
意
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は
「
御
雇
相
成
候
上
ハ
局
中
百
事
差
圖
致
シ
頭
支
配
ノ
姿
二
相
成
候
儀
二
候
ヘ
ハ
格
別
左
モ
無
之
候
ヘ
ハ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
ゞ
ゥ
イ

リ
ス
が
相
良
や
岩
佐
の
着
任
に
よ
っ
て
医
療
・
教
育
活
動
を
制
限
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
、
相
良
は
「
ウ
リ
ー

（
一
ハ
）

ス
ヲ
退
一
ｚ
と
表
現
す
る
。
自
主
的
な
辞
職
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
確
執
に
起
因
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
英
書
偉

（
一
）

理
私
教
師
ノ
任
ニ
タ
エ
ズ
シ
テ
書
道
ノ
基
本
建
ズ
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
ウ
ィ
リ
ス
の
医
師
と
し
て
の
能
力
の
評
価
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ

任
期
途
中
で
辞
職
し
、
し
か
も
薩
摩
藩
と
の
あ
い
だ
で
赴
任
交
渉
を
お
こ
な
っ
て
い
た
ウ
ィ
リ
ス
の
行
為
を
非
難
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
第

二
に
、
沢
は
あ
く
ま
で
も
西
洋
人
医
師
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
パ
ー
ク
ス
に
後
任
医
師
の
斡
旋
を
依
頼
す
る
。
少
な
く
と
も
明
治
二
年
十

月
段
階
に
お
い
て
は
、
政
府
は
イ
ギ
リ
ス
人
医
師
を
雇
用
し
、
病
院
の
医
師
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
医
学
校
の
教
師
と
し
て
の
役
割
を
も

ゆ
だ
ね
る
計
画
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
ド
イ
ツ
人
教
師
の
招
聰
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も

こ
の
時
点
で
は
、
相
良
知
安
ら
が
い
か
に
考
え
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
私
的
な
見
解
に
す
ぎ
ず
、
新
政
府
は
イ
ギ
リ
ス
医
学
か
ら
ド
イ
ツ
医
学

へ
の
転
換
を
考
え
て
い
な
い
。
第
三
に
、
パ
ー
ク
ス
は
「
苦
情
云
々
申
立
」
る
ウ
ィ
リ
ス
に
つ
い
て
は
同
情
す
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
日
本

政
府
の
雇
用
の
あ
り
方
に
た
い
す
る
批
判
で
も
あ
る
。
実
際
、
沢
が
後
任
医
師
の
斡
旋
を
依
頼
し
た
の
に
た
い
し
て
、
積
極
的
に
援
助
し
よ

う
と
い
う
姿
勢
は
示
さ
な
い
。
ま
ず
沢
が
後
任
と
し
て
シ
ド
ル
の
名
を
あ
げ
た
の
に
た
い
し
て
、
・
ハ
ー
ク
ス
は
「
同
人
儀
ハ
當
時
横
濱
ニ
テ

開
業
致
シ
居
候
間
是
以
何
分
御
求
二
應
シ
難
候
」
と
拒
絶
す
る
。
つ
い
で
沢
が
後
任
医
師
が
決
ま
る
ま
で
ウ
ィ
リ
ス
に
留
任
す
る
よ
う
求
め

た
の
に
た
い
し
て
「
ウ
イ
リ
ス
儀
ハ
代
人
二
不
係
唯
今
ョ
リ
暇
取
度
候
」
と
回
答
す
る
。
パ
ー
ク
ス
は
イ
ギ
リ
ス
人
医
師
の
辞
職
に
よ
る
医

学
校
の
瓦
解
を
危
倶
す
る
沢
に
助
力
を
約
束
す
る
が
、
「
右
代
人
ハ
横
濱
ニ
テ
穿
鑿
致
シ
候
」
と
述
べ
る
だ
け
で
、
積
極
的
に
イ
ギ
リ
ス
人
医

師
を
斡
旋
す
る
姿
勢
を
示
さ
な
い
。
ま
し
て
、
戊
辰
戦
争
以
来
、
親
交
の
あ
る
薩
摩
藩
を
巻
き
込
ん
で
ま
で
、
日
本
の
医
学
教
育
を
イ
ギ
リ

ス
が
死
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
姿
勢
で
は
な
い
。
の
ち
に
ウ
ィ
リ
ス
が
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
通
訳
官
ア
ス
ト
ン
の
立
会
い
の
も
と
で

薩
摩
藩
と
契
約
を
む
す
ん
だ
こ
と
も
つ
け
く
わ
え
て
お
き
た
い
・

ウ
イ
リ
ス
は
明
治
二
年
十
月
二
十
八
日
、
薩
摩
藩
と
契
約
を
む
す
び
、
翌
十
一
月
十
四
日
（
千
八
百
六
十
九
年
十
二
月
十
六
日
）
付
で
パ
ー
ク
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国
権
の
最
高
機
関
で
あ
る
太
政
官
の
庶
務
中
枢
の
役
割
を
に
な
う
弁
官
は
、
諸
官
省
か
ら
伺
な
ど
の
文
書
を
受
け
付
け
、
重
要
な
案
件
に

つ
い
て
は
左
右
大
臣
に
あ
げ
、
大
臣
の
主
宰
す
る
太
政
官
会
議
に
お
い
て
協
議
さ
れ
た
結
果
を
諸
官
省
に
伝
え
る
と
い
う
役
割
を
も
つ
。
弁

官
に
は
、
独
自
の
判
断
に
よ
り
諸
官
省
に
説
明
を
も
と
め
た
り
、
文
書
の
修
正
を
要
求
し
た
り
す
る
権
限
も
付
与
さ
れ
て
い
る
。
三
権
を
集

中
的
に
掌
握
す
る
太
政
官
に
は
重
要
な
問
題
が
山
積
し
て
い
る
た
め
に
、
大
学
校
は
あ
ら
か
じ
め
弁
官
に
打
診
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
大

で
あ
り
、
こ
（

招
膀
、
す
な
１

必
要
と
な
る
。

ウ
ィ
リ
ス
の
後
任
が
み
つ
か
ら
な
い
ま
ま
、
二
年
十
二
月
四
日
、
政
府
は
明
治
三
年
度
予
算
に
医
学
校
の
お
雇
い
教
師
関
係
費
用
と
し
て

（
八
）

九
千
六
百
ド
ル
を
計
上
す
る
。
こ
の
金
額
は
、
医
学
教
師
一
名
を
西
欧
か
ら
招
聰
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
計
上
さ
れ
た
額
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
政
府
が
パ
ー
ク
ス
に
依
頼
し
た
横
浜
在
住
の
イ
ギ
リ
ス
人
を
後
任
医
師
と
し
て
雇
用
す
る
こ
と
を
す
で
に
断
念
し
、
西
欧
本
国
か

ら
教
師
を
招
聰
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
医
学
校
は
ウ
ィ
リ
ス
の
辞
任
後
、
相
良
知
安
ら
が
大
学
校
別
当
松
平
慶
永

に
「
天
下
書
學
ノ
英
粋
燭
逸
國
ニ
ァ
リ
」
と
主
張
し
た
の
に
も
と
づ
い
て
、
ド
イ
ツ
人
医
師
の
招
膀
を
決
定
す
る
。
こ
れ
は
大
学
校
の
決
定

で
あ
り
、
こ
の
段
階
で
大
学
校
の
内
部
で
議
論
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
外
部
か
ら
異
論
が
で
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
人
医
師
の

招
膀
、
す
な
わ
ち
イ
ギ
リ
ス
医
学
か
ら
ド
イ
ツ
医
学
へ
の
転
換
は
外
交
に
も
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
太
政
官
会
議
の
評
決
が

ス
公
使
に
副
領
事
の
辞
職
願
い
を
提
出
す
る
。
ウ
ィ
リ
ス
は
「
外
国
人
と
日
本
人
の
あ
い
だ
の
友
好
関
係
を
促
進
し
、
西
欧
近
代
科
学
を
普

及
す
る
た
め
に
」
薩
摩
藩
か
ら
の
病
院
創
設
の
援
助
依
頼
を
受
け
入
れ
、
薩
摩
に
赴
任
す
る
と
伝
え
る
。
パ
ー
ク
ス
は
、
そ
の
二
日
後
の
十

（
七
）

六
日
付
で
、
ウ
ィ
リ
ス
の
辞
職
願
い
を
同
封
し
、
か
れ
の
辞
職
の
経
緯
を
本
国
政
府
に
報
告
し
て
い
る
。
報
告
書
は
、
第
一
に
ウ
ィ
リ
ス
の

薩
摩
藩
転
任
が
日
本
政
府
と
の
合
意
の
う
え
で
決
定
さ
れ
た
こ
と
、
第
二
に
パ
ー
ク
ス
が
ウ
ィ
リ
ス
の
辞
任
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
を
強
調

す
る
。

三
ド
イ
ツ
人
教
師
招
聰
の
決
定
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学
校
は
、
そ
の
後
、
必
要
に
応
じ
て
、
開
成
学
校
教
師
フ
ル
ベ
ッ
キ
な
ど
に
よ
る
「
政
府
要
路
の
人
々
」
に
た
い
す
る
説
得
工
作
を
お
こ
な

（
九
）

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
大
学
校
の
決
定
に
支
持
が
え
ら
れ
た
段
階
、
つ
ま
り
十
二
月
八
日
に
大
学
校
は
弁
官
に
以
下
の
よ
う
に
伺
う
。

今
般
英
書
ウ
リ
ー
ス
御
暇
被
下
置
候
二
付
テ
ハ
急
一
一
プ
ロ
イ
セ
ン
國
ョ
リ
盛
學
ノ
警
官
二
人
英
語
ヲ
以
教
授
イ
タ
シ
候
者
來
年
ョ
リ
向

二
○
）

六
ケ
年
御
徴
被
下
度
右
ハ
書
生
英
語
二
達
候
故
必
英
語
ニ
テ
教
授
可
致
呉
様
最
初
ョ
リ
御
定
約
有
之
度
候
事

「
公
文
録
』
、
「
太
政
類
典
』
な
ど
の
公
的
な
文
書
を
み
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
大
学
校
は
十
二
月
八
日
付
で
は
じ
め
て
ド
イ
ツ
（
プ
ロ
イ
セ
ン
）

か
ら
医
学
校
教
師
を
招
聰
す
る
よ
う
弁
官
に
伺
う
。
医
学
教
育
の
連
続
性
を
配
慮
し
、
「
書
生
英
語
一
一
達
候
故
」
と
し
て
教
育
の
英
語
を
教
授

用
語
に
指
定
し
て
い
る
の
は
、
あ
き
ら
か
に
弁
官
の
指
示
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
医
学
教
師
一
名
を
招
膀
す
る
予
算
し
か
計
上
さ
れ
て
い
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
師
二
名
を
招
聰
し
よ
う
と
い
う
の
は
、
東
校
と
弁
官
と
の
交
渉
に
お
い
て
、
医
学
教
育
の
基
盤
を
確
立
す
る
た
め

に
は
、
外
科
医
師
ば
か
り
で
な
く
、
内
科
医
師
も
必
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
生
ま
れ
た
た
め
で
あ
る
。
実
際
の
ち
に
、
大
学
東
校
が
留

（
一
一
）

学
生
の
ド
イ
ツ
派
遣
に
つ
い
て
伺
っ
た
と
き
、
弁
官
は
伺
の
部
分
的
な
修
正
と
責
任
者
か
ら
の
説
明
を
も
と
め
て
い
る
。

ド
イ
ツ
医
学
採
用
の
政
府
決
定
と
は
、
ウ
ィ
リ
ス
の
後
任
人
事
に
関
す
る
問
題
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
大
学
校
か
ら
の
ド
イ
ツ
人
医
師
招

聰
の
伺
を
太
政
官
が
評
決
す
る
こ
と
を
さ
す
。
政
府
は
、
明
治
二
年
十
二
月
八
日
の
段
階
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
人
教
師
の
招
聰
を
公
式
に

は
決
定
し
て
い
な
い
。
通
例
、
伺
に
た
い
し
て
は
「
伺
ノ
通
」
ま
た
は
「
不
及
其
儀
候
事
」
と
い
っ
た
回
答
が
示
さ
れ
る
が
、
こ
の
文
書
に

は
回
答
が
欠
落
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
決
定
時
期
が
特
定
で
き
な
い
が
、
そ
の
後
、
伺
は
た
し
か
に
裁
可
さ
れ
る
。
大
学
校
か
ら
改
称

し
た
大
学
は
、
十
二
月
二
十
二
日
付
で
弁
官
に
以
下
の
よ
う
に
伺
う
。

（
一
一
一
）

亜
米
利
加
害
師
テ
ヒ
シ
モ
ン
ス
ト
申
人
舩
東
校
普
國
ノ
書
師
到
着
迄
御
雇
二
相
成
度
候
様
御
達
御
座
有
度
候
事

大
学
東
校
は
、
後
任
教
師
が
着
任
す
る
ま
で
暫
定
的
に
ア
メ
リ
カ
人
医
師
シ
モ
ン
ス
ｅ
目
邑
の
国
蝕
日
日
○
易
）
を
雇
用
し
た
い
と
伺
う
が
、

弁
官
か
ら
は
「
御
雇
ノ
儀
先
可
見
合
候
事
」
と
い
う
回
答
が
だ
さ
れ
る
。
東
校
は
、
ド
イ
ツ
人
教
師
の
着
任
時
期
を
調
査
確
認
し
た
う
え
で
、

翌
三
年
一
月
十
九
日
付
で
以
下
の
よ
う
に
伺
う
。

nFn
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こ
う
し
た
ド
イ
ツ
医
学
採
用
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
医
学
モ
デ
ル
の
選
択
を
め
ぐ
る
藩
閥
の
綱
引
き
、
す
な
わ
ち
医
制
論
争
が
生
じ
た

と
す
れ
ば
、
大
学
校
が
ド
イ
ツ
人
教
師
の
招
聴
に
つ
い
て
公
的
に
態
度
表
明
し
た
の
ち
、
す
な
わ
ち
弁
官
に
ド
イ
ツ
人
教
師
招
聰
の
伺
を
提

出
し
た
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
論
争
が
生
じ
る
前
提
条
件
は
、
イ
ギ
リ
ス
公
使
パ
ー
ク
ス
が
沢
外
務
卿
の
依
頼
に
応
じ
て
、
後
任
医
師
を
斡

旋
し
た
か
、
あ
る
い
は
斡
旋
す
る
意
思
を
明
確
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
パ
ー
ク
ス
は
後
任
医
師
の
斡
旋
に
消
極
的
で
あ
る
。
の
ち
に
、

ド
イ
ツ
人
教
師
の
来
着
ま
で
シ
モ
ン
ズ
、
ボ
ー
ド
イ
ン
ｓ
昌
○
旨
旨
の
印
画
３
ｍ
目
の
腰
邑
巨
言
）
、
マ
ッ
セ
白
目
篇
巨
鼬
の
昌
的
）
、
シ
モ
ン
ス
が

暫
定
的
に
雇
用
さ
れ
る
が
、
パ
ー
ク
ス
は
イ
ギ
リ
ス
人
医
師
を
斡
旋
し
な
い
。
ち
な
み
に
、
伺
を
受
け
付
け
ら
れ
た
時
点
で
の
太
政
官
会
議
、

す
な
わ
ち
「
廟
議
」
は
右
大
臣
三
条
実
美
が
主
宰
し
、
大
納
言
岩
倉
具
視
、
同
徳
大
寺
実
則
、
同
鍋
島
直
正
、
参
議
副
島
種
臣
、
同
大
久
保

用
は
正
式
に
決
定
さ
れ
て
い
た
。

米
利
堅
書
シ
モ
ン
ス
大
學
東
校
へ
御
雇
入
ノ
儀
申
出
虚
先
可
見
合
旨
御
沙
汰
ノ
趣
致
承
知
候
然
ル
虚
差
當
教
師
無
之
候
テ
ハ
甚
差
支

候
二
付
壱
ヶ
年
御
雇
入
二
相
成
度
今
般
濁
乙
プ
ロ
イ
セ
ン
ョ
リ
御
雇
入
ノ
御
条
約
二
相
成
候
得
共
到
着
ノ
程
七
八
月
二
至
候
間
夫
迄
ノ

（
一
一
一
）

盧
御
雇
入
無
之
候
テ
ハ
差
支
候
條
至
急
御
評
決
有
之
度
候
事

こ
の
文
書
か
ら
は
、
第
一
に
、
明
治
二
年
十
二
月
二
十
二
日
の
時
点
で
は
す
で
に
、
太
政
官
が
ド
イ
ツ
人
教
師
招
聰
の
伺
を
評
決
し
て
い

た
こ
と
、
第
二
に
、
北
ド
イ
ツ
連
邦
公
使
に
教
師
の
斡
旋
を
依
頼
し
、
契
約
条
件
な
ど
に
つ
い
て
打
ち
合
せ
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
、
第

三
に
、
交
渉
の
段
階
に
お
い
て
、
普
仏
戦
争
の
勃
発
に
よ
り
ド
イ
ツ
人
教
師
の
到
着
が
遅
れ
る
こ
と
が
判
明
し
、
大
学
が
か
さ
ね
て
ア
メ
リ

カ
人
医
師
を
暫
定
的
に
雇
用
す
る
よ
う
願
い
で
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
シ
モ
ン
ス
は
、
横
浜
在
住
の
「
米
利
堅
書
」
で
あ
り
、
通
称
セ
メ

ン
ズ
と
し
て
知
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
人
医
療
宣
教
師
で
あ
る
。
弁
官
か
ら
の
「
伺
之
通
被
仰
付
可
然
外
務
省
へ
其
人
碇
卜
可
問
合
事
」
と
い

う
回
答
に
も
と
づ
い
て
、
外
務
省
が
シ
モ
ン
ズ
の
素
行
調
査
を
お
こ
な
っ
た
の
ち
、
三
年
三
月
に
東
校
教
師
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
。
「
三
宅
秀

（
一
三
）
二
四
）

博
士
文
書
」
の
雇
用
契
約
書
の
ド
イ
ツ
人
医
師
シ
モ
ン
ス
６
．
四
日
日
○
ョ
の
）
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
雇
用
期
日
も
異
な
り
、
別
人

で
あ
る
。
明
治
二
年
十
二
月
二
十
二
日
の
時
点
で
は
す
で
に
、
ド
イ
ツ
人
教
師
の
招
膀
が
太
政
官
に
お
い
て
評
決
さ
れ
、
ド
イ
ツ
医
学
の
採
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利
通
、
同
広
沢
真
臣
が
参
与
し
て
い
た
。
東
校
か
ら
の
伺
に
疑
義
を
と
な
え
る
と
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
医
学
擁
護
派
の
薩
摩
藩
大
久
保
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
伺
が
弁
官
を
へ
て
太
政
官
会
議
に
ま
で
も
ち
こ
ま
れ
れ
ば
、
大
久
保
が
い
か
に
新
政
府
の
実
力
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

み
ず
か
ら
任
期
途
中
の
ウ
ィ
リ
ス
の
薩
摩
藩
へ
の
引
き
抜
き
に
荷
担
し
た
こ
と
も
あ
り
、
東
校
と
い
う
専
門
機
関
の
決
定
を
ふ
ま
え
た
会
議

伺
が
裁
可
さ
れ
た
の
ち
、
大
学
は
ド
イ
ツ
人
教
師
の
招
聰
を
伺
い
で
て
か
ら
、
二
ケ
月
を
へ
た
翌
三
年
二
月
二
日
、
契
約
書
案
を
そ
え
て
、

二
五
）

弁
官
に
承
認
の
検
印
を
願
い
で
る
。
十
二
月
八
日
付
の
伺
と
く
ら
べ
、
第
一
に
英
語
と
い
う
教
授
用
語
に
関
す
る
規
定
が
削
除
さ
れ
る
。
そ

れ
は
、
ド
イ
ツ
語
が
教
授
用
語
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
二
に
、
医
師
二
人
の
雇
用
期
間
は
六
年
か
ら
三
年
に
短
縮
さ
れ
る
。
月
給
は
、

二
○
）

「
第
一
等
ノ
書
者
」
が
大
学
南
校
教
師
フ
ル
ベ
ッ
キ
と
同
額
の
六
百
ド
ル
、
「
第
二
等
ノ
害
者
」
が
三
百
ド
ル
で
あ
り
、
大
学
南
校
の
ド
イ
ッ

ニ
五
）

語
学
教
師
は
二
百
ド
ル
の
月
給
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。
ウ
ィ
リ
ス
は
月
給
八
百
ド
ル
で
あ
っ
た
が
、
政
府
が
あ
ら
た
に
お
雇
い
教
師
の
計
画

的
な
雇
用
を
考
え
、
俸
給
も
等
級
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、
住
居
、
旅
費
、
準
備
費
、
書
籍
費
に
つ
い
て

規
定
さ
れ
る
が
、
ふ
た
り
の
医
師
は
そ
れ
に
た
い
し
て
「
書
生
散
拾
人
傳
習
」
の
義
務
を
負
う
。

当
時
、
大
学
東
校
ば
か
り
で
な
く
、
大
学
南
校
も
大
学
大
丞
加
藤
弘
之
ら
の
建
言
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
か
ら
語
学
教
師
の
招
贈
を
計
画
し
、

二
五
）

同
じ
二
月
二
日
に
大
学
は
語
学
教
師
の
契
約
書
案
を
添
え
て
、
大
蔵
省
へ
経
費
支
出
に
つ
い
て
達
す
る
よ
う
願
い
で
て
い
た
。
二
月
五
日
、

弁
官
は
「
此
節
大
學
へ
凋
逸
国
書
師
並
普
魯
士
國
語
學
教
師
御
雇
相
成
候
一
一
付
月
給
旅
費
等
ノ
儀
別
紙
ノ
通
相
定
度
旨
大
學
ョ
リ
伺
出
候
間

（
一
五
）

此
段
及
御
打
合
候
至
急
御
回
答
可
有
之
候
也
」
と
大
蔵
省
に
達
す
る
。
大
蔵
省
は
二
月
九
日
、
「
右
ハ
不
相
當
ノ
廉
モ
相
見
不
申
候
間
伺
ノ
通

御
聞
届
相
成
可
然
存
候
」
と
弁
官
に
回
答
し
、
大
学
東
校
ば
か
り
で
な
く
、
大
学
南
校
に
も
ド
イ
ツ
か
ら
お
雇
い
教
師
が
招
聰
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
二
月
十
四
日
（
千
八
百
七
十
年
三
月
十
五
日
）
付
で
、
沢
外
務
卿
、
松
平
大
学
別
当
、
寺
島
宗
則
外
務
大
輔
が
連
署
し
、
北
ド
イ
ツ

連
邦
代
理
公
使
プ
ラ
ン
ト
に
「
我
等
貴
國
書
者
二
名
ヲ
上
件
ノ
條
約
ニ
テ
我
書
學
校
ノ
爲
二
雇
入
ル
事
ノ
周
旋
ヲ
貴
君
二
依
頼
ス
」
と
い
う

（
一
一
ハ
）

書
翰
を
送
る
。
「
上
件
ノ
條
約
」
は
「
上
等
書
ハ
東
京
書
學
校
教
官
ノ
長
タ
ル
ベ
キ
事
」
と
大
学
東
校
に
お
け
る
教
学
責
任
者
と
し
て
「
別

の
趨
勢
を
覆
す
こ
と
は
で
》

伺
が
裁
可
さ
れ
た
の
ち
、

｜
と
は
で
き
な
い
。

(66） 354



本
稿
は
、
公
文
書
に
も
と
づ
い
て
、
ま
ず
ウ
ィ
リ
ス
の
辞
職
に
つ
い
て
、
明
治
二
年
十
月
段
階
に
お
け
る
政
府
上
層
部
の
対
応
、
イ
ギ
リ

ス
公
使
パ
ー
ク
ス
の
対
応
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
つ
い
で
ド
イ
ツ
人
医
師
招
膀
の
政
策
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
検
討
し
た
う
え
で
、

ド
イ
ツ
医
学
採
用
の
政
府
決
定
の
時
期
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
。

ま
ず
ウ
ィ
リ
ス
の
辞
職
を
め
ぐ
っ
て
は
、
第
一
に
ウ
ィ
リ
ス
は
明
治
二
年
十
月
に
み
ず
か
ら
辞
職
す
る
が
、
そ
れ
は
日
本
人
事
務
官
と
の

確
執
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
沢
外
務
卿
は
十
月
二
十
五
日
に
イ
ギ
リ
ス
公
使
パ
ー
ク
ス
後
任
医
師
の
斡
旋
を
依
頼
す
る
が
、

少
な
く
と
も
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
政
府
上
層
部
は
ド
イ
ツ
医
学
の
採
用
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
念
頭
に
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
人
医
師
に
病

院
と
医
学
校
を
ゆ
だ
ね
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
第
三
に
、
パ
ー
ク
ス
は
ウ
ィ
リ
ス
に
同
情
的
で
は
あ
る
が
、
沢
の
依
頼
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

積
極
的
に
イ
ギ
リ
ス
人
医
師
を
斡
旋
す
る
姿
勢
を
示
さ
な
い
。

つ
い
で
、
ド
イ
ツ
人
医
師
招
聰
の
政
策
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
、
大
学
校
、
実
際
に
は
医
学
校
が
ウ
ィ
リ
ス
の
後
任
教

師
と
し
て
ド
イ
ツ
人
教
師
の
招
聰
を
決
定
す
る
。
第
二
に
、
大
学
校
が
ド
イ
ツ
人
教
師
招
聰
の
伺
を
弁
官
に
提
出
す
る
。
そ
の
さ
い
、
弁
官

が
イ
ギ
リ
ス
医
学
か
ら
ド
イ
ツ
医
学
へ
の
転
換
に
つ
い
て
大
学
校
に
説
明
を
も
と
め
た
り
、
伺
の
修
正
を
指
示
し
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
う

る
。
第
三
に
、
弁
官
が
大
学
校
の
伺
を
太
政
官
、
す
な
わ
ち
廟
議
に
あ
げ
、
ド
イ
ツ
人
教
師
招
膀
に
つ
い
て
裁
可
を
願
い
で
、
第
四
に
、
太

政
官
に
お
け
る
協
議
に
も
と
づ
い
て
評
決
さ
れ
る
と
い
う
過
程
で
あ
る
。
医
制
論
争
が
生
じ
る
前
提
条
件
は
、
パ
ー
ク
ス
が
政
府
の
要
請
に

応
じ
て
ウ
ィ
リ
ス
の
後
任
医
師
を
推
薦
し
た
か
、
少
な
く
と
も
推
薦
す
る
意
思
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
医
制
論
争
が
生
じ
る
と
す
れ

ば
、
第
二
の
段
階
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
条
件
、
つ
ま
り
医
制
論
争
の
動
機
は
欠
落
し
て
い
る
。
石
黒
忠
恵
が
述
べ
る
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
医

二
七
）

當
ノ
次
席
」
の
地
位
を
保
証
す
る
と
明
記
す
る
。
こ
の
条
項
は
、
プ
ラ
ン
ト
の
要
求
に
よ
っ
て
つ
け
く
わ
え
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
近
代
的

な
医
学
教
育
の
創
始
の
任
は
、
す
べ
て
ド
イ
ツ
人
教
師
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

四
お
わ
り
に
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至
輌
応
し
提
上
い
０

さ
い
ご
に
、
ド
イ
ツ
人
教
師
招
聰
の
政
府
決
定
の
時
期
は
、
第
四
の
段
階
、
す
な
わ
ち
太
政
官
会
議
に
お
い
て
公
式
に
評
決
さ
れ
た
時
期

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
正
確
な
日
付
は
確
定
で
き
な
い
が
、
二
年
十
二
月
八
日
か
ら
十
二
月
二
十
二
日
の
あ
い
だ
に
、
太
政
官
に
お
い
て
評
決

さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
医
学
採
用
の
決
定
は
、
西
欧
近
代
科
学
文
化
の
移
植
に
さ
い
し
て
英
語
が
媒
介
と
な
る
英
語
圏
に
依
存
す
る
傾
向
が
強
い

な
か
で
、
学
術
性
も
勘
案
さ
れ
、
選
択
的
な
移
植
政
策
が
認
識
さ
れ
た
う
え
で
の
決
定
で
あ
る
。
大
学
東
校
が
学
術
的
な
観
点
か
ら
ド
イ
ツ

医
学
を
選
択
し
、
ド
イ
ツ
人
教
師
の
招
聰
を
伺
い
で
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
府
上
層
部
の
あ
い
だ
に
は
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
の
背
後
に
潜

ん
で
い
た
ド
イ
ツ
の
実
像
が
浮
か
び
あ
が
り
、
英
語
圏
に
全
面
的
に
依
存
す
る
近
代
化
政
策
を
再
検
討
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

末
筆
な
が
ら
、
本
稿
の
作
成
に
さ
い
し
て
、
懇
切
な
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
石
田
純
郎
先
生
、
文
献
・
資
料
を
借
覧
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

酒
井
シ
ヅ
先
生
に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

学
か
ら
ド
イ
ツ
医
学
へ
の
転
換
を
め
ぐ
る
論
議
は
、
第
二
段
階
に
お
い
て
生
じ
る
。
い
わ
ゆ
る
医
制
論
争
に
つ
い
て
は
、
槁
を
あ
ら
た
め
て

（
四
）
宗
田
一
、
「
明
治
新
政
府
の
医
学
教
育
事
始
（
下
こ
、
『
古
医
学
月
報
」
通
巻
第
三
四
号
、
昭
和
五
十
一
年
七
月
、
三
頁
。

（
五
）
『
太
政
類
典
」
第
一
編
、
外
国
交
際
、
外
人
雇
入
、
文
書
第
五
九
。

（
六
）
「
相
良
氏
書
類
」
、
「
三
宅
秀
博
士
文
書
（
四
）
」
、
一
日
本
医
史
学
雑
誌
』
第
一
二
九
八
号
、
昭
和
十
六
年
十
二
月
。

（
七
）
ロ
①
呂
胃
ｇ
ｚ
ｏ
・
量
．
侭
＆
○
℃
ロ
①
の
．
屍
》
屋
宅
〕
旨
“
ロ
の
ｇ
胃
呂
①
ｍ
坤
○
日
国
閏
曼
切
勺
画
異
①
の
８
号
①
司
日
⑦
億
二
○
罰
の
①
〉
閏
の
８
同
旨
里

註

（
一
）
「
学
校
履
歴
第
壱
大
学
区
医
学
校
」
、
大
久
保
利
謙
、
『
明
治
初
年
医
史
料
」
含
中
外
医
事
新
報
』
別
冊
）
、
昭
和
十
八
年
、
三
頁
。

（
二
）
萩
原
延
壽
、
「
ウ
ィ
リ
ス
（
Ｉ
ご
、
『
遠
い
崖
」
、
朝
日
新
聞
連
載
、
一
九
八
四
年
七
月
二
十
六
～
九
月
七
日
。

（
三
）
安
芸
基
雄
、
「
ド
イ
ツ
医
学
採
用
に
関
す
る
フ
ル
ベ
ッ
キ
の
証
言
と
そ
の
時
代
背
景
」
、
日
本
医
史
学
会
『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
第
一
三
巻
第

一
号
、
昭
和
四
十
二
年
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云西三三二三九八
…ー…………

二二

ちさ
※
本
研
究
は
広
島
修
道
大
学
総
合
研
究
所
一
九
九
二
年
度
調
査
研
究
費
に
よ
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
。

ロ
○
２
日
ｇ
厨
旨
吾
①
弔
号
胃
詞
の
８
ａ
○
罰
８
旨
Ｆ
ｏ
ａ
ｇ
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
）

広
沢
真
臣
、
「
公
用
備
忘
録
」
、
「
広
沢
真
臣
文
書
」
、
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
四
十
八
年
、
四
三
八
頁
。

石
黒
忠
恵
、
「
懐
旧
九
十
年
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
、
一
七
五
～
一
七
六
頁
。

「
濁
乙
書
二
名
本
国
ョ
リ
雇
入
伺
」
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
「
公
文
録
』
大
学
之
部
、
自
己
巳
十
二
月
至
庚
午
四
月
、
文
書
第
十
七
。

「
東
校
専
門
生
徒
留
學
之
儀
申
立
」
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
「
公
文
録
」
大
学
之
部
、
庚
午
自
九
月
至
閨
十
月
全
、
文
書
第
三
十
二
。

「
米
書
シ
モ
ン
ス
東
校
へ
雇
入
ノ
儀
伺
」
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
「
公
文
録
」
大
学
之
部
、
自
己
巳
十
二
月
至
庚
午
四
月
、
文
書
第
三
五
。

「
シ
モ
ン
の
條
的
」
、
「
三
宅
秀
博
士
文
書
（
三
）
」
、
『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
第
一
二
九
六
号
、
昭
和
十
六
年
十
月
。

東
京
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会
、
「
東
京
大
学
百
年
史
』
通
史
一
、
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
十
九
年
、
二
二
一
頁
。

「
濁
逸
語
學
教
師
本
國
ョ
リ
雇
入
伺
並
ワ
グ
ネ
ル
雇
入
届
」
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
『
公
文
録
』
大
学
之
部
、
自
己
巳
十
二
月
至
庚
午
四
月
、

文
書
第
一
八
。

「
三
宅
秀
博
士
自
筆
覚
書
」
そ
く

西
①
ヨ
国
く
田
口
・
①
員
口
の
昌
開
面
①

尿
○
口
国
胃
①
》
国
○
己
己
乞
震
》
ｍ
・
謡 そ

の
三
、
「
三
宅
秀
博
士
文
書
（
四
）
」
、
『
日
本
医
史
学
雑
誌
」
第
一
二
九
八
号
、
昭
和
十
三
年
十
二
月
。

●
由

昴
鈩
冒
蔚
言
ご
冒
己
臼
】
Ｑ
曾
巨
①
畳
１
国
①
芹
．
冒
叩
］
・
〆
『
の
言
①
『
（
国
吋
猪
．
）
》
ロ
①
具
胃
匡
臼
ａ
ｌ
盲
ロ
四
口
．
函
厨
８
コ
開
ゴ
①

（
広
島
修
道
大
学
人
文
学
部
）
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UberdreiFragenumAufnahmederdeutschenMedizin

byJunMORIKAWA

DieAufgabedieserStudieist:dreiFragenumAufnahmedersogenanntendeutschenMedizinanhand
der6ffentlichenDokumenteaufzuklaren.

Erstensistesallgemeinanerkannt,daBderenglischeArztW.WillisimProzeBderAufnahmeder

deutschenMedizinausdermedizinischenSchuleentlassenwurde.WirklichtratWillisabervonselbst

zurUckundderenglischeGesandteH.ParkeszeigtekeinepositiveHaltungtrotzdesAuftragsvonder

neuenjapanischenRegierung'seinenNachfolgerzuempfehlen.

Zweitensistesfraglich,obbeiderEntscheidungderAufnahmederdeutschenMedizineineAuseinan-

dersetzungmitdenVerteidigendersogenanntenenglischenMedizinwirklichentstand.Zwarmiisstendie

VertreterdermedizinischenSchuledieakademischeHervorragendheitderdeutschenMedizinbeipolitis-

cherEntscheidungderenAufnahmebehauptethaben,esgibtaberkeineM6glichkeit,daBdieseAuseinan-

dersetzungentstand,weilderenglischeGeneralkonsulParkeskeineLusthatte,einenenglischenNachfol-

gerzuempfehlen.

DrittensmuBmanUberpriifen,inwelchemZeitpunktdieAufnahmederdeutschenMedizinzur

Entscheidunggebrachtwurde.SelbstverstandlichistesnichtdiemedizinischeSchule,sonderndie
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Regierung,dieAufnahmederdeutschenMedizinzuentscheiden.
NachdemdiemedizinischeSchuleam9.Januarl870dieRegierungdarumersuchthatte,diedeutschen

Arzteeinzuladen,wurdedieAufnahmederdeutschenMedizinentschieden,zwarspatestensbiszum23.

Januarl870,wodiemedizinischeSchuledieRegierungdarumbat,einenamerikanischenArztproviso-
rischvorderAnkunftderdeutschenArzteanzustellen.
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